
 

 

藤沢市個人情報保護制度運営審議会答申第６４４号 

                                                                       

                        ２０１４年（平成２６年）４月１０日 

                                                           

藤沢市長 鈴木 恒夫  様 

               藤沢市個人情報保護制度 

                            運営審議会会長  畠山 鬨之 

 

住民基本台帳に関すること，生活保護法（昭和２５年法律第１４ 

４号)の規定による保護に関すること，部等における他課に属しな 

い事務(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自 

立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）に係る事務，障 

がい者の虐待防止に関すること，障がい者福祉手当及び重度心身 

障がい者介護手当その他在宅障がい者の支援に関すること,老人 

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）の規定による養護老人ホー 

ム等への入所に関すること，児童扶養手当に関すること，乳幼児 

の予防接種に関することに係る個人情報を目的外に利用させるこ 

と及び目的外に利用させることに伴う本人通知の省略につい 

て （ 答申） 

 

２０１４年（平成２６年）３月３１日付けで諮問（第６４４号）され

た住民基本台帳に関すること，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号)

の規定による保護に関すること，部等における他課に属しない事務(中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）に係る事務，障がい者の虐待防止に関する

こと，障がい者福祉手当及び重度心身障がい者介護手当その他在宅障が

い者の支援に関すること,老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）の規

定による養護老人ホーム等への入所に関すること，児童扶養手当に関す

ること，乳幼児の予防接種に関することに係る個人情報を目的外に利用

させること及び目的外に利用させることに伴う本人通知の省略について

次のとおり答申します。 

 

 

１ 審議会の結論 

 (1) 藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７

号。以下「条例」という。）第１２条第２項第４号の規定による目的

外に利用させる必要性があると認められる。 

 (2) 条例第１２条第５項の規定による目的外に利用させることに伴う

本人通知を省略する合理的理由があると認められる。 

 

２ 実施機関の説明要旨 

実施機関の説明を総合すると，本事務の実施に当たり個人情報を目



 

 

的外に提供する必要性及び目的外に利用させることに伴う本人通知

を省略する合理的理由は次のとおりである。 

(1) 諮問に至った経過 

臨時福祉給付金事業は，平成２６年４月１日から消費税及び地

方消費税が５％から８％へ引き上げられることに伴い，平成２５

年１０月１日の「消費税率及び地方消費税率の引き上げとそれに

伴う対応」閣議決定及び平成２５年１２月５日の「好循環実現の

ための経済対策」閣議決定により，低所得者に対する適切な配慮

を行うため，暫定的・臨時的な措置として国全体で総額３，００

０億円の臨時福祉給付金(以下「給付金」という。)の給付措置が

平成２６年度限定で市町村において実施されることになった。 

これを受け，本市においても福祉総務課が担当課となり，平成

２６年度に国から補助金を受け，対象となる市民に給付金を支給

する予定となっている。 

給付金の支給要件は平成２６年１月１日において本市に住民登

録がされており，平成２６年度の市県民税(均等割)が課税されて

いない者になるが，次に掲げる事項に該当する者は該当しない。 

ア 市県民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等 

イ 生活保護制度内で対応される受給者等  

支給額は１人１０，０００円となり，老齢年金受給者等には５，

０００円が加算される。 

この事業の実施にあたっては事前に支給要件及び加算要件につ

いて審査できるようデータを作成しておき，迅速かつ正確な支給

が求められており，事務を担当する福祉総務課ではその取扱権限

がないため，各関係課が管理する情報を目的外に利用させること

及び目的外に利用させることに伴う本人通知の省略について藤沢

市個人情報保護制度運営審議会に諮り意見を求めるものである。 

(2) 個人情報を目的外利用させることについて 

ア 目的外利用させる課 

福祉総務課 

イ 目的外利用させる個人情報の項目 

 (ｱ)住民基本台帳 

住所，氏名，生年月日，性別，住民日，世帯主名，住民届出

日，異動事由，異動日，転出先住所 

平成２６年１月１日に本市に住民登録をしている者及び給付

金決定までに死亡した者      

所管課 市民窓口センター 

事務の名称 住民基本台帳に関すること 

(ｲ)生活保護法に基づく受給者 

住所，氏名，生年月日，性別 

平成２６年１月１日時点で生活保護を受給している者，平成

２６年１月１日時点で生活保護が停止している者及び平成２ 



 

 

６年１月２日から３月３１日までに生活保護が停止又は廃止 

になった者 

    所管課 生活援護課 

   事務の名称 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)の規定によ

る保護に関すること  

(ｳ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律に基づく支援給付の受給者 

住所，氏名，生年月日，性別 

平成２６年１月１日時点で支援給付を受給している者，平成２

６年１月１日時点で支援給付が停止している者及び平成２６

年１月２日から３月３１日までに支援給付が停止又は廃止に

なった者 

    所管課 福祉総務課 

事務の名称 部等における他課に属しない事務(中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律(平成６年法律第３０号)に係る事務) 

(ｴ)障がい者のうち，養護者から虐待を受けたことにより入所等の

措置がとられている者 

住所，氏名，生年月日，性別，措置日 

給付決定までに入所等措置がとられている者  

所管課 障がい福祉課 

事務の名称 障がい者の虐待防止に関すること 

(ｵ)高齢者のうち，養護者から虐待を受けたことにより，入所等の 

措置がとられている者 

住所，氏名，生年月日，性別，措置日 

給付決定までに入所等措置がとられている者 

所管課 高齢者支援課 

事務の名称 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）の規定に

よる養護老人ホーム等への入所に関すること 

(ｶ)児童扶養手当受給者 

住所，氏名，生年月日，性別 

平成２６年１月分の手当受給者 

所管課 子育て給付課 

事務の名称 児童扶養手当に関すること  

(ｷ)障がい児童福祉手当受給者・特別障がい者手当受給者 

住所，氏名，生年月日，性別 

平成２６年１月分の手当受給者 

所管課 障がい福祉課 

事務の名称 障がい者福祉手当及び重度心身障がい者介護手

当その他在宅障がい者の支援に関すること 

(ｸ)福祉手当(経過措置分)受給者 

住所，氏名，生年月日，性別 



 

 

平成２６年１月分の手当受給者 

所管課 障がい福祉課 

事務の名称 障がい者福祉手当及び重度心身障がい者介護手

当その他在宅障がい者の支援に関すること 

(ｹ)予防接種法に基づく健康被害救済給付金受給者 

住所，氏名，生年月日，性別 

平成２６年１月分の手当受給者 

所管課 子ども健康課 

事務の名称 乳幼児の予防接種に関すること 

ウ 個人情報を目的外に利用させることの必要性について 

給付金の支給事業に必要な個人情報については，各関係課が所有

している情報であり，福祉総務課では取扱権限を有していない。し

かし，この事業については「消費税率及び地方消費税率の引き上げ

とそれに伴う対応について」の閣議決定及び「好循環実現のための

経済対策について」の閣議決定により実施が決定され，平成２６年

２月６日には国会で補正予算が成立している。藤沢市だけではなく，

国全体で実施される事業であり，事業の目的からも迅速で正確な支

給を求められていることから，福祉総務課で各関係課が所有する情

報を利用できるようにする。 

(3) 個人情報を目的外に利用させることに伴う本人通知の省略につい

て 

給付事業の対象者は約６２，０００人と想定しており，通知すべき 

相手が多数で，通知する費用や事務量が過分に必要となり，本市の

事務処理に著しい支障が生じることから，個別の通知は省略したい。

なお，本人以外から収集すること及び目的外に利用することについて

は広報等で周知を図る。 

(4) 利用させる個人情報の取り扱いについて 

各課での安全対策について 

各課から福祉総務課に提供するデータのうち，上記(2)イの(ｱ)(ｲ)， 

(ｶ)～(ｹ)のデータについては，ＩＴ推進課に依頼し，各基幹システ

ムから抽出を行い，直接ＩＴ推進課に設置されているネットワーク

サーバに保存する。上記(2)イの(ｳ)～(ｵ)のデータについては，抽出

ファイルの形式をＣＳＶファイルとし，データの受け渡しについて

は，パスワード設定や生体認証などが可能な媒体（ＵＳＢメモリを

予定）を使用し，双方の職員同士が直接受け渡しを行うと共に，媒

体については紛失しないよう施錠が可能な専用ケース等に収納して

複数人で運搬する。また，その際には受け渡し簿を作成し，双方で

確認する。 

ファイルについてはパスワードを設定し，利用できる職員を限定

する。 

以上，個人情報を取り扱う場合については「藤沢市個人情報の保

護に関する条例」，「藤沢市情報セキュリティポリシー＜基本方針＞」，



 

 

「藤沢市コンピュータシステム管理運営規程」，「データの保護及び

秘密の保持等に関する仕様書」を遵守し，個人情報の保護及び安全

の確保に努める。 

(5) 実施時期 

２０１４年（平成２６年）４月から２０１５年（平成２７年）３

月まで 

(6) 提出資料 

ア 別紙１ 支給対象者及び加算対象者について 

イ 資料１ 「消費税率及び地方消費税率の引き上げとそれに伴う

対応」閣議決定(抄) 

ウ 資料２ 「好循環実現のための経済対策」閣議決定(抄) 

エ 資料３ 臨時福祉給付金支給要領 

オ 資料４ 臨時福祉給付金の申請の流れ 

カ 資料５ 臨時福祉給付金給付管理システム構成図 

キ 資料６ 個人情報取扱事務届出書 

 

３ 審議会の判断理由   

  当審議会は，次に述べる理由により，審議会の結論(1)及び(2)のと

おりの判断をするものである。  

 (1) 目的外に利用させる必要性について 

給付金の支給事業に必要な個人情報については，各関係課が所有 

している情報であり，福祉総務課では取扱権限を有していない。し

かし，この事業については「消費税率及び地方消費税率の引き上げ

とそれに伴う対応について」の閣議決定及び「好循環実現のための

経済対策について」の閣議決定により実施が決定され，平成２６年

２月６日には国会で補正予算が成立している。藤沢市だけではなく，

国全体で実施される事業であり，事業の目的からも迅速で正確な支

給を求められている。 

 以上のことから判断すると，目的外に利用させる必要性があると

認められる。 

 (2) 目的外に利用させることに伴う本人通知を省略する合理的理由に

ついて 

給付事業の対象者は約６２，０００人と想定しており，通知すべ 

き相手が多数で，通知する費用や事務量が過分に必要となり，本市

の事務処理に著しい支障が生じる。なお，実施機関の説明によると，

本人以外から収集すること及び目的外に利用することについては広

報等で周知を図る，とのことである。 

 以上のことから判断すると，目的外に利用させることに伴う本人

通知を省略する合理的理由があると認められる。 

                                                       

以  上 

           



 

 

                                    



 

 

 


